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【手続補正書】
【提出日】平成25年6月21日(2013.6.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シール器具を展開するためのハンドルであって、
　所定の長さを備えたスロットを有するハウジングと、
　該スロット内部に配置された第１リニアアクチュエータとを具備し、
　前記第１リニアアクチュエータは、前記スロット長さに沿って当該第１リニアアクチュ
エータを前進及び後退させることによって、少なくとも３つの別個の構成要素を独立して
前進及び後退させることができる、ハンドル。
【請求項２】
　前記少なくとも３つの別個の構成要素は、シール器具と、第１チューブと、第２チュー
ブとを含む、請求項１に記載のハンドル。
【請求項３】
　前記第１チューブと第２チューブとが、該ハンドルの遠位端においてアパーチャを通っ
て該ハンドル内に延びている、請求項２に記載のハンドル。
【請求項４】
　前記第２リニアアクチュエータをさらに具備する、請求項１に記載のハンドル。
【請求項５】
　前記第２アクチュエータは、少なくとも２つの構成要素を作動させることができる、請
求項４に記載のハンドル。
【請求項６】
　前記少なくとも２つの構成要素は、第３チューブと該第１チューブとを含む、請求項５
に記載のハンドル。
【請求項７】
　カテーテルであって、
　所定の長さを備えたスロットを有するハウジングを有するハンドルと、
　前記スロット内部に配置された第１リニアアクチュエータであって、前記スロットの長
さに沿って当該アクチュエータを前進及び後退させることによって、少なくとも３つの別
個の構成要素を独立して前進及び後退させることができる第１リニアアクチュエータと、
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　複数のワイヤから形成された拡張可能なフレームを具備するシール器具であって、該ワ
イヤが前記フレームの近位端から遠位端へ延びているシール器具と、
　前記拡張可能なワイヤフレームを少なくとも部分的にカプセル化する該シール部材とを
具備するカテーテル。
【請求項８】
　前記少なくとも３つの別個の構成要素は、前記シール器具と、第１チューブと、第２チ
ューブとを含む、請求項７に記載のカテーテル。
【請求項９】
　前記ハンドルは第２アクチュエータをさらに具備する、請求項８に記載のカテーテル。
【請求項１０】
　前記シール器具が展開されると、前記第２アクチュエータは、前記シール器具を解放す
ることができる、請求項９に記載のカテーテル。
【請求項１１】
　前記第１リニアアクチュエータは回収コードロッキングリングを具備する、請求項１に
記載のハンドル。
【請求項１２】
　前記第１リニアアクチュエータはサムホイールを具備する、請求項１に記載のハンドル
。
【請求項１３】
　前記第２リニアアクチュエータにはロック開放アクチュエータが結合される、請求項４
に記載のハンドル。
【請求項１４】
　前記ロック解放アクチュエータは回転するようになっている、請求項１３に記載のハン
ドル。
【請求項１５】
　前記第１リニアアクチュエータは回収コードロッキングリングを具備する、請求項７に
記載のカテーテル。
【請求項１６】
　前記第１リニアアクチュエータはサムホイールを具備する、請求項７に記載のカテーテ
ル。
【請求項１７】
　前記第２リニアアクチュエータにはロック解放アクチュエータが結合される請求項９に
記載のカテーテル。
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